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地域防犯灯維持管理費補助⾦
地域活動推進費補助⾦

申請のポイント
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地域防犯灯維持管理費補助⾦ １

１．趣旨
街を明るくして、夜間等における犯罪の発⽣を防⽌し、歩⾏者

の通⾏の安全を図る防犯灯を所有管理する⾃治会町内会を⽀援す
ることを⽬的とする。

２．要件
４⽉１⽇現在、⾃治会町内会が現に所有し、かつ維持管理して

いるもの。
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地域防犯灯維持管理費補助⾦ ２

３．補助⾦額
１灯あたり ２，２００円

４．申請時必要な書類
(1) 東京電⼒が発⾏した４⽉分電気料⾦の領収書または⽀払い証明書
(2) 東京電⼒が発⾏した集約分内訳表（２灯以上の場合）
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地域防犯灯維持管理費補助⾦ ３

５．領収書の写し
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地域防犯灯維持管理費補助⾦ ４

６．電気料⾦集約分内訳表（最終ページの写し）
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地域活動推進費補助⾦ ５

１．趣旨
補助⾦を交付することにより、住⺠相互の連帯感の醸成を

図るとともに、地域住⺠が地域課題の解決等に取り組むことに
より、住みよい地域社会の形成に資することを⽬的とする。

２．交付基準
（１）４⽉１⽇から翌年３⽉31⽇までの活動経費を対象。
（２）毎年４⽉１⽇を基準⽇とし、その時点で把握している加⼊

世帯数。※現況届に記載された加⼊世帯数と⼀致
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地域活動推進費補助⾦ ６

３．補助⾦額
「加⼊世帯 × 900円」 ⼜は 「補助対象経費×１／３」の

どちらか少ない⾦額。

例）100世帯の⾃治会で補助対象経費の⽀出が300,000円の場合
①100(加⼊世帯)世帯×900円(補助単価)＝90,000円
②300,000円(補助対象経費)×1/3(補助率)＝100,000円
この例の場合、①＜②なので、補助⾦額は、①の90,000円。
※②が安い場合は10円未満は切り捨てた額となります。
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地域活動推進費補助⾦ ７
４．補助対象にならない経費 ※詳細は⼿引のＰ２５参照

・積⽴⾦、予備費、次年度繰越⾦
・募⾦、寄付⾦
・懇親会費（新年会、忘年会、旅⾏会等）
・慶弔費（敬⽼、⼊学、卒業等祝⾦（⾦券含む）、⾹典等）
・交際費
・他の補助⾦の交付を受けて実施した事業にかかる⽀出 など
例えば、町の防災組織活動費補助⾦、地域防犯灯維持管理
費補助⾦等。※公園愛護会助成は要注意
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地域活動推進費補助⾦ ８
５．補助対象になる経費 ※詳細は⼿引のＰ２５参照

・備品代（会議⽤テーブル、イス等）
・役員⼿当、アルバイト賃⾦、交通費等
・会館借上費、会館⽕災保険料
・防犯・防災活動経費（他の補助⾦の⽀給を受けない場合）
・⼦ども会、婦⼈会、⽼⼈クラブ活動費
・運動会、スポーツ⼤会等イベント開催費
・給⾷・配⾷サービス
・防犯協会、スポーツ協会、地区連合分担⾦ など
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地域活動推進費補助⾦ ９
６．申請時に必要な書類

・交付申請書（第１号様式）
・事業計画書（総会の資料で代⽤可能）
・収⽀予算書（総会資料で経費区分が説明できれば代⽤可能）
なお、前年度補助⾦の交付を受けている場合は
・活動実績報告書（第６号様式）
・事業実績報告書（総会資料で代⽤可能）
・収⽀決算書（総会資料で経費区分が説明できれば代⽤可能）
領収書（または⽀払を証する書類）の写し

（補助対象の⽀出で１件１０万円以上） 10
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地域活動推進費補助⾦ 10
７．交付申請書
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地域活動推進費補助⾦ 11
８．事業計画書

総会資料で代⽤可
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地域活動推進費補助⾦ 12
９．収⽀予算書

総会資料で区分できれば

代⽤可
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地域活動推進費補助⾦ 13
10．活動実績報告書

・事業実績報告書（総会資料で代⽤可）
・収⽀決算書（総会資料で代⽤可）
・領収書（または⽀払を証する書類）の写し
（補助対象で１件１０万円以上）
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地域活動推進費補助⾦ 14

11．補助⾦交付までのスケジュール
・申請書受理（区役所）

↓
・審査（区役所）

↓ 書類点検、不備があれば問合せ等
・補助⾦交付決定通知書・請求書送付（⾃治会・町内会）

↓
・請求書受理（区役所）

↓ ３週間
・補助⾦振込（⾃治会・町内会） 15

地域活動推進費補助⾦ 15
12．その他

・提出期限：６⽉30⽇（⽉）
・提出時に必要なもの

報告・申請書類⼀式
総会資料
領収書写し（補助対象で１件１０万円以上）
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